
独立行政法人雇用・能力開発機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事

監事

監事（非常勤）

(千円)

・ 平成 21 年 12 月に、本俸月額を平均 2.6％引き下げた。（指定職俸給表

適用者の平均改定率△0.3％） 

・ 賞与（期末手当・勤勉手当）の支給月数を 0.25 月引き下げた。 

・ 平成 21 年 12 月期の期末手当の額から、同年４月の給与に調整率（△

0.34％）を乗じて得た額に４月から 11月までの月数を乗じて得た額及び

６月に支給された期末手当・勤勉手当に調整率を乗じて得た額の合計額に

相当する額を減じた。（国家公務員の調整率△0.24％） 

・ 平成 21 年 12 月に、本俸月額を 2.4％引き下げた。（指定職俸給表適用

者の平均改定率△0.3％） 

一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 95 号）の改正を参考に、期末特別手当

を期末手当と勤勉手当に再編し、勤勉手当については、役員の職務実績等を考慮して理事長が

定める成績率に応じて支給することとしている。なお、役員に支給する勤勉手当の総額は、国

家公務員の指定職俸給表の適用を受ける職員に支給する勤勉手当の総額と同じ基準により算出

した額を超えないこととしている。 

1



２　役員の報酬等の支給状況

平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任

千円 千円 千円 千円

18,514 12,340 4,940 1,234 （特別調整手当）

千円 千円 千円 千円

14,321 9,240 4,028
924
129

（特別調整手当）
（通勤手当）

2月28日 ＊

千円 千円 千円 千円

15,456 10,064 4,028
1,006

358
（特別調整手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

14,393 9,240 4,028
924
201

（特別調整手当）
（通勤手当）

2月28日 ＊

千円 千円 千円 千円

15,297 10,064 4,028
1,006

199
（特別調整手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

15,182 10,064 4,028
1,006

84
（特別調整手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

12,342 7,918 3,452
791
181

（特別調整手当）
（通勤手当）

2月28日 ＊

千円 千円 千円 千円

2,952 2,952 0 0 3月31日

注１：「特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する常勤役員に

　　　支給されているものである。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

E理事

A監事

B監事
（非常勤）

前職
その他（内容）

理事長

C理事

D理事

A理事

B理事

役名
就任・退任の状況
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３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

2,628 2 5 平成20年7月25日 1.0 ※

千円 年 月

該当者なし

注１　：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

　　　 事由を記入している。

注2　：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　  退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

        独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事
（非常勤）

法人での在職期間 摘　　要

理事長

理事

業績勘案率は、厚生労
働省独立行政法人評価
委員会の決定に基づく。

監事A

千
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア　給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ　平成21年度における給与制度の主な改正点

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47
号）等を踏まえ、平成18年度以降の５年間で、平成17年度を基準として人件費を５％以上削減
するため、職員数の削減及び給与制度の見直しを行う。平成21年度までに、人件費（給与、報
酬等支給総額）は、平成17年度を基準として20．9％削減したところであるが、引き続き着実な
削減を行う。

国家公務員及び他の独立行政法人の給与水準を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合し
たものとする。

　能率や勤務成績に応じて職員の職位を決める等、人事管理を通じて給与に反映させる。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

基準日（6月1日、12月1日）以前６カ月の勤務の状況等を手当の額に反映させる。

（第１分位）（第３分位）

・ 平成 21年 12月に俸給月額を平均 0.34％引き下げた。（行政職俸給表（一）適用者の平均改

定率△0.2％） 

・ 賞与（期末手当・勤勉手当）の支給月数を 0.35 月引き下げた。 

・ 平成 21 年 12 月期の期末手当の額から、同年４月の給与に調整率（△0.34％）を乗じて得

た額に４月から 11 月までの月数を乗じて得た額及び６月に支給された期末手当・勤勉手当に

調整率を乗じて得た額の合計額に相当する額を減じた。（国家公務員の調整率△0.24％） 

・ 平成 21年 11月末日をもって自宅に係る住居手当を廃止した。 
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,939 45.3 7,536 5,710 130 1,826
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,048 45.6 7,533 5,660 156 1,873
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,882 45.1 7,543 5,735 115 1,808
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 55.5 6,373 6,373 242 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

196 62.3 4,043 3,711 147 332
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 63.5 5,847 4,665 165 1,182
人 歳 千円 千円 千円 千円

141 61.8 3,340 3,340 140 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

32 62.0 4,312 3,627 172 685
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 63.1 4,506 3,630 175 876
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 58.1 3,619 3,619 162 0

注１ ： 「特例待遇職員」とは、出向契約等に基づき本法人が給与の一部しか負担していない者、「月額嘱託職
員」とは、嘱託職員（給与上常勤職員とは異なる取扱いをしている者）で賞与が支給されない者をいう。

注２ ： 以下に掲げる区分及び職種については、該当者がいないため記載を省略した。
・常勤職員の研究職種、医療職種及び教育職種
・在外職員
・任期付職員の研究職種、医療職種及び教育職種
・再任用職員
・非常勤職員の事務・技術、研究職種、医療職種及び教育職種

非常勤職員

嘱託職員

事務・技術

教育訓練職

任期付職員

事務・技術

教育訓練職

区分

常勤職員

月額嘱託職員

うち賞与平均年齢
平成2１年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内人員

特例待遇職員

（国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）(千円)
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②　年間給与の分布状況（事務・技術職員）

　注　：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）
四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

7 55.6 11,501 11,957 12,116
3 58.2 - 12,575 -
9 54.1 10,699 11,416 12,009
6 57.5 11,326 11,582 12,246

26 51.7 10,199 10,450 10,956
73 55.8 10,241 10,719 11,266
42 46.9 7,809 8,449 9,071
37 56.3 9,670 10,063 10,407

134 51.2 8,429 8,877 9,488
74 38.4 5,962 6,164 6,483

501 46.0 5,698 6,789 7,873
92 30.3 4,063 4,483 4,800
44 31.9 4,163 4,482 4,788

　注　：「地方組織の本部部長相当職」の該当者が４人以下のため、第１・第３分位を記載していない。

地方係員

本部係員

分布状況を示すグループ 人員

本部係長

地方組織の係長・本部係長相当職

本部の次長・同相当職

平均年齢 平均

地方組織の本部課長補佐相当職

地方組織の課長職

地方組織の本部次長相当職

本部課長

地方組織の本部課長相当職

本部課長補佐

本部部長

地方組織の本部部長相当職

0 
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16,000 

20-23歳 24-27歳 28-31歳 32-35歳 36-39歳 40-43歳 44-47歳 48-51歳 52-55歳 56-59歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

千円

人
千円
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区分 ７等級 ６等級 ５等級 ４等級 ３等級 特３等級 ２等級 １等級

標準的

な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

該当者なし 15 187 289 393 40 89 35
（割合） (1.4%) (17.8%) (27.6%) (37.5%) (3.8%) (8.5%) (3.3%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

29 36 59 59 59 59 59
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

24 26 34 40 51 43 48
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,059 4,322 6,243 8,362 8,287 9,026 9,270
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,591 2,778 3,500 4,759 6,469 6,373 7,122
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,987 5,649 8,237 10,782 10,933 12,024 12,996
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

3,487 3,739 4,691 6,470 9,002 8,596 9,924

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.6 66.1 64.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.4 33.9 35.5

％ ％ ％

         最高～最低 43.6～30.5 43.8～30.3 43.7～31.2

％ ％ ％

64.1 68.4 66.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.9 31.6 33.7

％ ％ ％

     最高～最低 36.9～32.8 32.4～29.6 34.1～32.5

⑤

106.6

100.3

注　： 　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与

水準）に置き換えた場合の給与水準を１００として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

③

④

 職級別在職状況等（平成22年４月１日現在）（事務・技術職員）

人員

所定内給与年
額(最高～最

低)

本部の部長、本部の
次長、地方施設の長
等

1,048

年齢（最高～
最低）

対他法人（事務・技術職員）

本部の課長補佐、地
方施設の課長等

年間給与額(最
高～最低)

区分

一律支給分（期末相当）

本部の係員、地方施
設の係員

本部の係員、地方施
設の係長

計

本部の係長、地方施
設の係長等

一律支給分（期末相当）

人

対国家公務員（行政職（一））

賞与（平成21年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

管理
職員

一般
職員

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

本部の係員、地方施
設の係員

本部の課長、地方施
設の長等

本部の課長補佐、地
方施設の課長等
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

対国家公務員 106.6

地域勘案 110.2

参考 学歴勘案 102.7

地域・学歴勘案 108.3

項目 内容

指数の状況

国に比べて給与水準
が高くなっている定量
的な理由

給与水準の適切性の
検証

(千円)

【累積欠損額について】 

累積欠損額 ０円（平成 20年度決算） 

平成 21 年度の給与改定で国を上回る俸給月額の引き下げを実施した。併せ

て、平成 18年度以降、従来よりも昇給間差額を圧縮した俸給表を適用して定

期昇給による俸給月額の増額幅を小さくし、国家公務員に比べて給与上昇ス

ピードを抑制している。 

その他、諸手当については、平成 22年度において、国家公務員に導入され

ている広域異動手当及び本府省業務調整手当を引き続き不採用とし、調整手

当（国家公務員の地域手当に相当）の支給割合の上限を国家公務員の 18％よ

りも低い 12％に据え置いている。 

また、平成 21年度までは職務手当（国家公務員の俸給の特別調整額に相当）

を定率制により支給していたが、平成 22年度から定額制とした。なお、国は

俸給の特別調整額の定額化に当たり、定額化後の俸給の特別調整額が定額化

前の俸給の特別調整額に達しない者に対して、４年間の経過措置を設けて支

給額を減じることとしているが、当機構は、国と同様の経過措置を設けず、

さらに定額化後の職務手当の額が定額化前の職務手当の額を上回ることがな

いよう、当分の間、定額制と定率制のいずれか低い額を支給することとして

いる。 

上記措置等により、平成 22年度には、対国家公務員指数が年齢勘案で 104.3

ポイント程度、年齢・地域・学歴勘案で 104.8 ポイント程度となるものと見

込まれる。（今後の国家公務員の給与の状況により変動するものであること。） 

（１）「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）に基

づき職員宿舎の廃止を進めているため、借家・借間に居住する者が増加

傾向にある。このため、住居手当を支給される者が全体の 39.0％を占め、

行政職俸給表（一）適用者の 22.6％（「平成 21年国家公務員給与等実態

調査」第９表より算出。）を大幅に上回っていること。 

   また、全国に職業訓練施設があり、本部を起点とした全国規模の異動

が多いため、調整手当の異動保障（国家公務員の地域手当の異動保障に

相当）の措置が適用される者が全体の 16.1％を占め、行政職俸給表（一）

適用者における割合を上回っていること。 

   さらに、職員の約 10人に 1 人が単身赴任手当を支給されており、行政

職俸給表（一）適用者における割合を上回っていること。 

（２）全国に職業訓練施設があり、業務を円滑に遂行するため一定数の管理

職員を配置している。このため、機構の管理職員は、全体の 15.6％を占

め、行政職俸給表（一）適用者のうち職務の級が６級以上の者の 14.3％

（「平成 21 年国家公務員給与等実態調査」第３表より算出）を上回って

いること。 

（３）機構職員のうち大卒以上の者は、全体の 86.4％を占め、行政職俸給表

（一）適用者のうち大卒以上の者の 50.0％（「平成 21年国家公務員給与

等実態調査」第２表より算出）を大幅に上回っていること。 

【国からの財政支出について】 

 支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 18.2％ 

（国からの財政支出額 105,932,184千円、支出予算の総額 582,249,350千円：

平成 21 年度予算） 

【検証結果】 

 平成 21年度決算における支出総額 489,669,133千円のうち、450,497,988

千円が業務経費等として支出するものである。残りの 39,171,144千円が一般

管理費で、そのうち 27,048,312千円が給与、報酬等支出総額で、支出総額に

占める割合は 5.5％であり、国からの財政支出を増加させる要因とはなって

いない。 

 なお、給与、報酬等支給総額については、平成 17年度（中期計画に定める

人件費削減の基準年度）と比べて 20.9％削減していること。 
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項目 内容

講ずる措置

【累積欠損額について】 

累積欠損額 ０円（平成 20年度決算） 

平成 21 年度の給与改定で国を上回る俸給月額の引き下げを実施した。併せ

て、平成 18年度以降、従来よりも昇給間差額を圧縮した俸給表を適用して定

期昇給による俸給月額の増額幅を小さくし、国家公務員に比べて給与上昇ス

ピードを抑制している。 

その他、諸手当については、平成 22年度において、国家公務員に導入され

ている広域異動手当及び本府省業務調整手当を引き続き不採用とし、調整手

当（国家公務員の地域手当に相当）の支給割合の上限を国家公務員の 18％よ

りも低い 12％に据え置いている。 

また、平成 21年度までは職務手当（国家公務員の俸給の特別調整額に相当）

を定率制により支給していたが、平成 22年度から定額制とした。なお、国は

俸給の特別調整額の定額化に当たり、定額化後の俸給の特別調整額が定額化

前の俸給の特別調整額に達しない者に対して、４年間の経過措置を設けて支

給額を減じることとしているが、当機構は、国と同様の経過措置を設けず、

さらに定額化後の職務手当の額が定額化前の職務手当の額を上回ることがな

いよう、当分の間、定額制と定率制のいずれか低い額を支給することとして

いる。 

上記措置等により、平成 22年度には、対国家公務員指数が年齢勘案で 104.3

ポイント程度、年齢・地域・学歴勘案で 104.8 ポイント程度となるものと見

込まれる。（今後の国家公務員の給与の状況により変動するものであること。） 

（１）「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）に基

づき職員宿舎の廃止を進めているため、借家・借間に居住する者が増加

傾向にある。このため、住居手当を支給される者が全体の 39.0％を占め、

行政職俸給表（一）適用者の 22.6％（「平成 21年国家公務員給与等実態

調査」第９表より算出。）を大幅に上回っていること。 

   また、全国に職業訓練施設があり、本部を起点とした全国規模の異動

が多いため、調整手当の異動保障（国家公務員の地域手当の異動保障に

相当）の措置が適用される者が全体の 16.1％を占め、行政職俸給表（一）

適用者における割合を上回っていること。 

   さらに、職員の約 10人に 1 人が単身赴任手当を支給されており、行政

職俸給表（一）適用者における割合を上回っていること。 

（２）全国に職業訓練施設があり、業務を円滑に遂行するため一定数の管理

職員を配置している。このため、機構の管理職員は、全体の 15.6％を占

め、行政職俸給表（一）適用者のうち職務の級が６級以上の者の 14.3％

（「平成 21 年国家公務員給与等実態調査」第３表より算出）を上回って

いること。 

（３）機構職員のうち大卒以上の者は、全体の 86.4％を占め、行政職俸給表

（一）適用者のうち大卒以上の者の 50.0％（「平成 21年国家公務員給与

等実態調査」第２表より算出）を大幅に上回っていること。 

【国からの財政支出について】 

 支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 18.2％ 

（国からの財政支出額 105,932,184千円、支出予算の総額 582,249,350千円：

平成 21 年度予算） 

【検証結果】 

 平成 21年度決算における支出総額 489,669,133千円のうち、450,497,988

千円が業務経費等として支出するものである。残りの 39,171,144千円が一般

管理費で、そのうち 27,048,312千円が給与、報酬等支出総額で、支出総額に

占める割合は 5.5％であり、国からの財政支出を増加させる要因とはなって

いない。 

 なお、給与、報酬等支給総額については、平成 17年度（中期計画に定める

人件費削減の基準年度）と比べて 20.9％削減していること。 
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ａ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ｂ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ｃ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ｄ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
(△ 4.4) △ 5,203,975 (△ 10.4)

(5.1)

(△ 13.0)

44,603,860 46,658,513 △ 2,054,653

(7.7) 314,683

最広義人件費

29,252,907 △ 2,204,595

6,447,728

27,048,312

福利厚生費

中期目標期間開始時（平成
19年度）からの増△減比較増△減

4,953,948 229,958

(△ 12.5)

(4.6)

(△ 7.5) △ 3,851,073

(△ 13.1)△ 782,299

△ 885,286(△ 8.3)6,463,318 △ 539,404

5,988,340 459,388

区　　分

給与、報酬等支給総額

退職手当支給額

非常勤役職員等給与

5,923,914

5,183,906
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（２）平成21年度の人件費削減状況 

総人件費の参考となる事項 

 

１ 前年度からの増減について 

（１）「給与、報酬等支給総額」については、中期計画に掲げる人員削減を着実に実施したこと（平成 21

年度中に常勤職員を131名削減）等により、前年度に比べ22.0億円減尐させた。 

（２）「最広義人件費」については、前年度に比べ20.5億円の削減となった。 

 

２ 中期目標において主務大臣から示された人件費削減の取り組み内容 

  独立行政法人雇用・能力開発機構中期目標（平成19年3月12日）抜粋 

  第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項 

   ３ 経費削減等について 

   （２）人件費 

      簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）

等に基づき、役職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度

を基準として 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施すること。更に、経済財政運営

と構造改革に関する基本方針 2006（平成 18年 7月 7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改

革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続すること。 

      また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏

まえた見直しを進めること。 

 

３ 中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針 

  独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画（平成19年3月23日）抜粋 

  第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ３ 経費削減等について 

  （２）人件費 

     簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）

等に基づき、役職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を

基準として 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。更に、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成23年度まで継続する。 

     また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏ま

えた見直しを進める。 

  第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

    １ 人員に関する計画 

      常勤職員数については、平成 18年度末に比べて期末において 600名（うち 150名は平成 19

年度末までに）を削減する。 

 

４ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」及び「行政改革の重要方針」

を踏まえ、平成17年度を基準とした人件費5％を削減するための取組の進捗状況 

（１）人員の削減 

   第2期中期目標期間（平成19年4月1日～平成24年3月31日）においては、常勤職員600名（う

ち 150名は平成 19年度末までに）を削減することとしており、平成 21年度末までに常勤職員を 413

名削減した。 
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基準年度
（平成17年度）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

34,203,169 32,853,152 30,899,385 29,252,907 27,048,312

△ 3.9 △ 9.7 △ 14.5 △ 20.9

△ 3.9 △ 10.4 △ 15.2 △ 19.2

注：　「人件費削減率(補正値)」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日）による人事院勧告を

　　踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であること。　

Ⅳ　法人が必要と認める事項

特になし。

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

総人件費改革の取組状況

（２）平成21年度の人件費削減状況 

総人件費の参考となる事項 

 

１ 前年度からの増減について 

（１）「給与、報酬等支給総額」については、中期計画に掲げる人員削減を着実に実施したこと（平成 21

年度中に常勤職員を131名削減）等により、前年度に比べ22.0億円減尐させた。 

（２）「最広義人件費」については、前年度に比べ20.5億円の削減となった。 

 

２ 中期目標において主務大臣から示された人件費削減の取り組み内容 

  独立行政法人雇用・能力開発機構中期目標（平成19年3月12日）抜粋 

  第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項 

   ３ 経費削減等について 

   （２）人件費 

      簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）

等に基づき、役職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度

を基準として 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施すること。更に、経済財政運営

と構造改革に関する基本方針 2006（平成 18年 7月 7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改

革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続すること。 

      また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏

まえた見直しを進めること。 

 

３ 中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針 

  独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画（平成19年3月23日）抜粋 

  第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ３ 経費削減等について 

  （２）人件費 

     簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）

等に基づき、役職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を

基準として 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。更に、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成23年度まで継続する。 

     また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏ま

えた見直しを進める。 

  第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

    １ 人員に関する計画 

      常勤職員数については、平成 18年度末に比べて期末において 600名（うち 150名は平成 19

年度末までに）を削減する。 

 

４ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」及び「行政改革の重要方針」

を踏まえ、平成17年度を基準とした人件費5％を削減するための取組の進捗状況 

（１）人員の削減 

   第2期中期目標期間（平成19年4月1日～平成24年3月31日）においては、常勤職員600名（う

ち 150名は平成 19年度末までに）を削減することとしており、平成 21年度末までに常勤職員を 413
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